
別記１ 換気設備等 

１ 換気設備 

製造所等に設ける換気設備には、自然換気設備（給気口と排気口により構成され

るもの）、強制換気設備（給気口と回転式又は固定式ベンチレーターにより構成さ

れるもの等）又は自動強制換気設備（給気口と自動強制排風機により構成されるも

の等）がある。 

⑴ 換気は、室内の空気を有効に置換するとともに、室温を上昇させないためのも

のであること。 

 

   

        

        

 



⑵ 壁体、床又は天井を耐火構造としなければならない部分に換気口を設ける場合、  

又は換気ダクトを貫通させる場合には、当該部分に温度ヒューズ付の防火ダンパー

を設けること。 

なお、温度ヒューズは、70℃から80℃で溶解するものを標準として使用するこ

と。 

          

⑶ 換気設備の設置方法 

 

製造所等 危政令 種類 換気口の位置 

製造所 

一般取扱所 

危政令第９条第１項第10号、危

政令第９条第２項 

自然、強制若し

く は 自 動 強 制

換気  

換 気 が 十 分 に

できる位置  

屋内貯蔵所 

（屋内タンク貯蔵所、簡易タ

ンク貯蔵所の専用室で、準用

する場合を含む。） 

危政令第10条第１項第12号、危

政令第10条第２項、第３項、第

４項、第５項、第６項 

屋外タンク貯蔵所のポン

プ室 

（屋内タンク貯蔵所、地下タ

ンク貯蔵所のポンプ室で、準

用する場合を含む。） 

危政令第 11条第１項第 10号の

２リ 

給油取扱所のポンプ室等 危政令第17条第１項第20号ロ、

危政令第17条第２項 

 

 



２ 排出設備 

排出設備には、強制排出設備（回転式ベンチレーター、排出ダクト、フード等に

より構成されるもの）又は自動強制排出設備（自動強制排風機、排出ダクト、フー

ド等により構成されるもの）がある。  

⑴ 強制排出設備又は自動強制排出設備により、室内の空気を有効に置換すること

ができ、かつ、室温が上昇するおそれのない場合には、換気設備を併設する必要

がないこと。 

⑵ 壁体、床又は天井を耐火構造としなければならない部分に排出口を設ける場合、 

又は排出ダクトを貫通させる場合には、当該部分に温度ヒューズ付の防火ダンパー

を設けること。 

なお、温度ヒューズは、70℃から80℃で溶解するものを標準として使用するこ

と。 

⑶ 自動強制排出設備の能力は、１時間当たり５回以上とすること。 

⑷ 可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留する場所が一部に限定される場合は、その部

分に排出設備を設ければよいこと。 

⑸ 強制排出設備及び自動強制排出設備の排出ダクトは専用とし、その材質は不燃

材料とすること。 

⑹ 危政令第17条第１項第20号ハに規定するポンプ室等に設ける「蒸気を屋外に排

出する設備」は、ポンプ設備に通電中、これに連動して作動する自動強制排出設

備とするとともに、その先端は、建築物の開口部、敷地境界線及び電気機械器具

から 1.5ｍ以上離れた敷地内とすること。 

⑺ 危険物を大気にさらす状態で貯蔵し、又は取り扱う場合は、設備ごとに当該設 

備から放出される可燃性蒸気又は可燃性微粉を有効に排出できるものとすること。 

       



⑻ ためますを設置した場合は、排出ダクトの下端をためますの上部で、かつ、床

面からおおむね 0.1ｍ以上の間隔を保つように設けること。  

    

 

⑼ 自動強制排出設備は、可燃性蒸気又は可燃性微粉を有効に排出できるものとす

ること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑽ 排出設備の設置方法 

製造所等 危政令 種類 排出口の位置 

製造所 

一般取扱所 

危政令第９条第１項第 11号

（引火点40℃未満の危険物

又は、引火点40℃以上の危険

物を引火点以上で貯蔵し、又

は取り扱う場合） 

自動強制排出設備  軒高以上、かつ、地

上高４ｍ以上  

（軒高が４ｍを超え

る場合は、地上高４

ｍ以上）  

屋内貯蔵所 

（屋内タンク貯蔵所、簡易タ

ンク貯蔵所の専用室で、準用

する場合を含む。） 

危政令第10条第１項第12号、

危政令第10条第２項、第３項

第４項 

（引火点70℃未満の危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場合） 

強制排出設備又は

自動強制排出設備  

地上高４ｍ以上  

（平屋建ては屋根上）  

危政令第10条第３項 

（引火点40℃未満の危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場合） 

自動強制排出設備  地上高４ｍ以上   

（平屋建ては屋根上）  

屋外タンク貯蔵所のポン

プ室 

（屋内タンク貯蔵所、地下タ

ンク貯蔵所のポンプ室で、準

用する場合を含む。） 

危政令第11条第１項第10号

の２ヌ 

（引火点40℃未満の危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場合） 

自動強制排出設備  地上高４ｍ以上   

（平屋建ては屋根上）  

給油取扱所のポンプ室等 危政令第17条第１項第20号

ハ、危政令第17条第２項 

（引火点40℃未満の危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場合） 

自動強制排出設備  前(6)による。 

販売取扱所（配合室） 危政令第18条第１項９号ヘ、

危政令第18条第２項 

（引火点40℃未満の危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場合） 

自動強制排出設備  地上高４ｍ以上  

（平屋建ては屋根上） 

 

 

 

 



別記２ 電気設備 

電気設備は、危政令第９条第１項第17号の規定により「電気設備に関する技術基準

を定める省令」（平成９年通商産業省令第52号）によるほか、次の基準によるものと

する。 

１ 防爆構造の適用範囲 

⑴ 引火点が40℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合 

⑵ 引火点が40℃以上の危険物であっても、その可燃性液体を当該引火点以上の状

態で貯蔵し、又は取り扱う場合 

⑶ 可燃性微粉（危険物、非危険物を問わない。）が滞留するおそれのある場合 

２ 危険場所の分類 

⑴ 特別危険箇所 

特別危険箇所とは、連続し、長時間にわたり、又は頻繁に、ガス又は蒸気が爆

発の危険のある濃度に達するおそれのある場所をいう。特別危険箇所となりやす

い場所を例示すれば次のとおりである。 

ア 引火性液体の容器又はタンク内の液面上部の空間部などのように、通常、爆

発性ガスの濃度が連続して爆発下限界以上となる場所 

イ 可燃性ガスの容器、タンクなどの内部 

ウ 開放された容器における引火性液体の液面付近又はこれに準じる場所 

⑵ 第１類危険箇所 

第１類危険箇所とは、通常の状態において特別危険箇所及び第２類危険箇所に

該当しない場所をいう。第１類危険箇所となりやすい場所を例示すれば次のとお

りである。 

ア ドラム缶などの容器に引火性液体を充填
じゅうてん

している場合の開口部付近 

イ 移動タンク貯蔵所のタンクに引火性液体を充填
じゅうてん

している場合の注入口付近 

⑶ 第２類危険箇所 

第２類危険箇所とは、通常の状態において、ガス又は蒸気が爆発の危険にある

濃度に達するおそれが少なく、又は達している時間が短い場所をいう。第２類危

険箇所となりやすい場所を例示すれば次のとおりである。 

ア 可燃性ガス又は引火性液体の容器類が腐食劣化などにより破損して、それら

が漏出するおそれがある場所 

イ 強制排出設備及び自動強制排出設備の故障により、爆発性ガスが停滞して危

険雰囲気を生成するおそれのある場所 



３ 危険場所の範囲 

⑴ 屋内の危険場所 

ア 屋内の危険場所の例は、次によること。 

 （ア） 引火性危険物（前１⑴及び⑵に掲げる危険物をいう。以下同じ。）を建築

物（当該危険物が壁及び天井又は屋根によって区画されている場合は、当該

区画された部分とする。以下同じ。）内において取り扱う場合は、原則とし

て当該建築物の全域を危険場所とすること。 

（イ） 引火性危険物を取り扱う開放設備で、移動して使用するものについては、

移動範囲内に当該開放設備があるものとみなすものであること。 

（ウ） 貯蔵タンク、取扱いタンク、容器、継手（溶接継手を除く。）を有する配

管等その他密閉された設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う建

築物の全域を危険場所とすること。 

イ 危険場所の範囲の例 

（ア） 引火性危険物を大気にさらす状態で取り扱う設備については、当該設備か

ら蒸気が放出される開口面の直径（開口面が円形以外のものである場合は、

当該開口面の長径）に相当する幅（その幅が 0.9ｍ未満の場合は、 0.9ｍと

する。）以上で包含し、その覆われた水平投影面で床まで達する範囲を第１

類危険箇所、その他の部分を第２類危険箇所として扱うこと。 

 

 

 

 

  

 

 

第１類危険箇所 

第２類危険箇所 

0.9ｍ  



（イ） 注入口を有する容器等に詰替えをするものについては、 0.9ｍ以上の幅で

それぞれ開口面及び注入口を包含し、その覆われた水平投影面で床まで達す

る範囲を第１類危険箇所、その他の部分を第２類危険箇所として扱うこと。 

 

    

 

（ウ） ポンプ室は、室内の全てを第２類危険箇所として扱うこと。 

（エ） 屋内貯蔵所は、次の図の例によること。 

 

    

 

（オ） 屋内タンク貯蔵所のタンク専用室は、前（エ）の例によること。 

（カ） 給油取扱所の油庫は、第２類危険箇所として扱うこと。 

（キ） 給油取扱所の整備室は、次の図の例によること（２面が開放されているも

のを除く。）。 

 

 

 

 

 

容器 

 0.9ｍ  



  

（ク） 販売取扱所の配合室は、室内の部分を第２類危険箇所とすること。 

（ケ） 貯蔵タンク、取扱いタンク、容器、継手（溶接継手を除く。）を有する配

管等その他密閉された設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う建

築物内は第２類危険箇所として扱うこと。 

（コ） 屋外と同程度の換気が行われる上屋を有するローリー積場及び容器充填
じゅうてん

所

等の施設については、次の図の例によること。 

 

    

 

⑵ 屋外の危険場所 

ア 屋外の危険場所の例は、次によること。 

（ア） 移動性のある設備は、前⑴ア（イ）の例によるものであること。 

   （イ） 貯蔵タンク、取扱いタンク、容器、継手（溶接継手を除く。）を有する配

管等その他密閉された設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う場

合の当該設備に接する場所 

イ 危険場所の範囲の例 

（ア） 屋外タンク貯蔵所は、次の図の例によること。 

 

 

第２類危険箇所  



 

 

   

（イ） 地下貯蔵タンクのマンホール内は第２類危険箇所として扱うこと。 

（ウ） 通気管は、次の図の例によること。 

     

 

（エ） 貯蔵タンクの遠方注入ロは、次の図の例によること。 

        

 

（オ） 移動タンク貯蔵所の防護枠内は、第２類危険箇所として扱うこと。 

（カ） 簡易貯蔵タンクは、（キ）いの例に準じること。 

（キ） 給油取扱所は、次の例によること。【平成13年３月30日消防危第43号・平成

第２類危険箇所 

第２類危険箇所  

第２類危険箇所  



24年３月16日消防危第77号】 

あ 固定給油設備等の周辺における管理区域について 

ベーパーバリアの高さより上方の固定給油設備等周辺 600㎜の範囲は、

安全を確保するための措置を講ずる必要がある区域（以下「管理区域」と

いう。）とする。 

     （あ） 管理区域と固定給油設備等内部の可燃性蒸気滞留範囲との境界に用い 

      る外装材は、開口部のないものとすること。ただし、構造上等でやむを      

得ず開口部が存する場合には、次のａからｄまでに掲げる措置を講ずる

ことにより、開口部のない外装材と同等の扱いとすることができる。 

 ａ 隙部には、パッキンなどのシール部材により隙をふさぐ処置を施す

こと。 

ｂ パッキン等のシール部材による処理を施さない場合には、隙寸法が

３mmを超えないものとすること。 

ｃ 水抜き穴等が存する場合には、直径３mm 以下の円形とすること。 

ｄ その他パネル等は、くぼみ等を作らない構造とすること。  

 （い） 管理区域に設置する設備は、次のａからｄまでに掲げる措置を講ずる

こと。 

ａ 管理区域に配管、ホース機器等が存する場合、危険物の漏れがない

構造であること（ねじ込み接続、溶接構造等）。  

ｂ 給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとと

もに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構

造のものとすること。 

ｃ 管理区域には、給油作業に係る機器以外は設置しないこと。 

ｄ 裸火等の存する可能性がある機器及び高電圧機器等は設置しないこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 



い 固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造以外） 

 

 

う 固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 

 

 

え 固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 

 

 

 

 

 

 

６  

６  

（第２類危険箇所） 

（第２類危険箇所） 

可燃性蒸気滞留範囲（第２類危険箇所） 



お 固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 

 

 

か 固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造） 

 

 

き 懸垂式固定給油設備（ホース機器が可動式の場合） 

      

 

 

 

 

６  

６  

（第２類危険箇所） 

（第２類危険箇所） 

可燃性蒸気滞留範囲（第２類危険箇所） 



く 混合燃料調合器 

           

 

(ｸ) 貯蔵タンク、取扱いタンク、容器、継手（溶接継手を除く。）を有する配

管等その他密閉された設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う場 

合の当該設備に接して設置する電気機器は、第２類危険箇所として扱うこと。 

４ 使用する電気設備 

危険場所の分類に応じ、次に定める構造の電気機器を用いること。 

⑴ 特別危険箇所には、本質安全防爆構造、樹脂充填
じゅうてん

防爆構造又はこれらと同等以

上の防爆性能を有する特殊防爆構造のものを使用すること。 

⑵ 第１類危険箇所には、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防

爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填
じゅうてん

防爆構造又はこれらと同等以上の防爆性能

を有する特殊防爆構造のものを使用すること。 

⑶ 第２類危険箇所には、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防

爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填
じゅうてん

防爆構造、非点火防爆構造又は特殊防爆構

造のものを使用すること。 

５ 配線工事 

引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の配線工事は、電気設備の技術基準の

解釈（平成25年20130215商局第４号）第 176条「可燃性ガス等の存在する場所の施

設」、引火性危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所は、第 177条「危険

物等の存在する場所の施設」によること。 

 

可燃性蒸気滞留範囲（第２類危険箇所） 



別記３ 強化プラスチック製配管 

危険物を取り扱う配管及び通気管には、金属製以外のものとして強化プラスチック

製配管を次により使用することができるものであること。【平成10年３月11日消防危

第23号・平成21年８月４日消防危第 144号】 

１ 設置場所 

強化プラスチック製配管は、火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない 

よう地下に直接埋設すること。ただし、蓋を鋼製、コンクリート製等とした地下ピッ 

トに設置することができる。 

２ 取り扱うことができる危険物 

指定なし。 

３ 配管・継手 

⑴ 強化プラスチック製配管に係る管及び継ぎ手は、JISK7013「繊維強化プラスチッ 

ク管」附属書２「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管」及びJISK7014「繊維

強化プラスチック管継手」附属書２「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管継

手」に定める基準に適合するもので、使用圧力、取り扱う危険物の種類等の使用

条件に適合していること。 

⑵ 強化プラスチック製配管は、呼び径 100Ａ以下のものであること。 

４ 接続方法 

⑴ 強化プラスチック製配管相互の接続は、JISK7014「繊維強化プラスチック管継

手」附属書３「繊維強化プラスチック管継手の接合」に規定する突き合せ接合、

重ね合せ接合又はフランジ継手による接合とすること。 

⑵ 強化プラスチック製配管と金属製配管との接合は、⑶のフランジ継手による接

合とすること。 

⑶ 突き合せ接合又は重ね合せ接合は、危政令第９条第１項第21号ホ及び危規則第

20条第３項第２号に規定する「溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認め

られる方法により接合されたもの」に該当する。 

なお、フランジ継手による接合は、当該事項に該当しないものであり、接合部

分からの危険物の漏えいを点検するため、地下ピット内に設置する必要がある。 

⑷ 地上に露出した金属製配管と地下の強化プラスチック製配管を接続する場合に

は、次のいずれかの方法によること。 

ア 金属製配管について、地盤面から65cm以上の根入れ（管長をいう。）をとり、 

地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続すること。 



 

   

 

イ 金属製配管について、耐火板により地上部と区画した地下ピット内において

耐火板から 120mm以上離した位置で強化プラスチック製配管に接続すること。 

なお、施工に当たっては次の点に留意すること。 

（ア） 地上部と地下ピットを区画する耐火板は、次表に掲げるもの又はこれらと

同等以上の性能を有するものとすること。 

（イ） 耐火板の金属製配管貫通部の隙間を金属パテ等で埋めること。 

（ウ） 耐火板は、火災発生時の消火作業による急激な温度変化により損傷するこ

とを防止するため、鋼製の板等によりカバーを設けること。 

 

    

 

 

 

 

 

※地下配管の防食措置が必要な配管  

Ｌ１+Ｌ２：根入れ（管長） 

強化プラスチック配管 



    

 

⑸ 強化プラスチック製配管と他の機器との接続部分において、強化プラスチック 

製配管の曲げ可撓
か と う

性が地盤変位等に対して十分な変位追従性を有さない場合には、

金属製可撓
か と う

管を設置し接続すること。 

⑹ 強化プラスチック製配管に附属するバルブ、ストレーナー等の重量物は、直接

強化プラスチック製配管が支えない構造であること。 

⑺ 強化プラスチック製配管の接合は、適切な技能を有する者により施工されるか、 

又は適切な技能を有する者の管理の下において施工されるものであること。 

５ 埋設方法 

⑴ 強化プラスチック製配管の埋設深さ（地盤面から配管の上面までの深さをいう。）

は、次のいずれかによること。 

ア 地盤面を無舗装、砕石敷き又はアスファルト舗装とする場合、60cm以上の埋

設深さとすること。 

イ 地盤面を厚さ15cm以上の鉄筋コンクリート舗装とする場合、30cm以上の埋設

深さとすること。 

         

単位：㎝以上  



         

 

  

 

⑵ 強化プラスチック製配管の埋設の施工は次によること。 

ア 掘削面に厚さ15cm以上の山砂又は６号砕石等（単粒度砕石６号又は３～20mm

の砕石（砂利を含む。）をいう。以下同じ。）を敷き詰め、十分な支持力を有

するよう小型ビブロプレート、タンパー等により均一に締め固めを行うこと。 

イ 強化プラスチック製配管を並行して設置する際には、相互に10cm以上の間隔

を確保すること。 

ウ 強化プラスチック製配管を埋設する際には、応力の集中等を避けるため、以

下の点に留意すること。 

（ア） 枕木等の支持材を用いないこと。 

（イ） 芯出しに用いた仮設材は、埋め戻し前に撤去すること。 

（ウ） 配管がコンクリート構造物と接触するおそれのある部分は、強化プラスチッ

ク製配管にゴム等の緩衝材を巻いて保護すること。 

エ 強化プラスチック製配管の上面より５cm以上の厚さを有し、かつ、舗装等の

構造の下面に至るまで山砂又は６号砕石等を用い埋め戻した後、小型ビブロプ

レート、タンパー等により締め固めを行うこと。 

 



別記４ 容量 500ｋＬ未満の屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例  

地震動による慣性力及び風圧力に対するタンク本体の安全性の検討は、転倒と滑動

の可能性について行う。 

１ 計算例 

⑴ タンク構造 

ア タンク容量        ：460ｋＬ 

イ タンクの内径［Ｄ］    ： 7.9ｍ 

ウ タンク高さ［Ｈ］    ：10.27ｍ 

エ 屋根高さ［Ｈ１］    ： 0.43ｍ 

オ 地盤面からのタンク高さ［Ｈ２］ ：10.77ｍ 

カ 液面高さ［ｈ］     ：  9.4ｍ 

キ 底板、側板の板厚     ：   ６㎜ 

ク 屋根板の厚さ    ：  4.5㎜ 

ケ 鋼板の比重    ：   7.85 

⑵ 計算条件 

ア 貯蔵する危険物     ：重油（比重0.93） 

イ 設計水平震度［Ｋh ］    ：0.3（0.48を指導） 

ウ 設計鉛直震度［ＫＶ ］    ：0.15（0.24を指導） 

エ 風力係数［ｋ］        ：0.7 

オ タンク底板と基礎上面との間の摩擦係数［μ］ ：0.5（0.65まで可） 

カ 風荷重：危告示第４条の19第１項により算出したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＬ 

Ｄ 
ｈ 

Ｈ Ｈ２ 

Ｈ１ 



⑶ 自重の計算 

タンク自重をＷＴ、危険物の重量をＷＬとする。 

ＷＴ＝底板＋側板＋屋根板＋屋根骨＋付属品＝160.7ｋＮ 

ＷＬ＝（460,000×0.93）[㎏]×9.8[m／s２ ]≒4192.4ｋＮ  重力加速度：9.8m／s２ 

⑷ 転倒の検討 

ア 地震時（満液時） 

転倒モーメント＝（ＷＴ×Ｋh×
Ｈ＋Ｈ１

２
 ）＋（ＷＬ×Ｋh×

ｈ

２
 ） 

＝（160.7×0.3×
         

２
 ）＋（4192.4×0.3×

   

２
 ） 

≒6169.2ｋＮ･ｍ 

 

    抵抗モーメント＝（ＷＴ＋ＷＬ）×（１－ＫＶ）×
Ｄ

２
 

＝（160.7＋4192.4）×（１－0.15）×
   

２
 

≒14615.5ｋＮ･ｍ 

 

抵抗モーメント>転倒モーメントとなるので転倒しないものと考えられる。 

 

イ 風圧時（空液時） 

 

ＰＷ＝（風荷重）×（タンクの垂直断面積） 

  ＝（0.588×ｋ√Ｈ２  ）×（タンクの垂直断面積） 

  ＝（0.588×0.7×√     ）×（7.9×10.27＋
        

２
 ） 

  ≒111.9[ｋＮ] 

 

 

 

 

10.27＋0.43 9.4 

7.9 

10.77 

7.9×0.43 



転倒モーメント＝ＰＷ×
Ｈ＋Ｈ１

２
 

       ＝111.9×
        

２
 

      ≒598.7[ｋＮ･ｍ] 

 

抵抗モーメント＝ＷＴ×
Ｄ

２
 

＝160.7×
    

２
 

       ≒634.8[ｋＮ･ｍ] 

 

抵抗モーメント＞転倒モーメントとなるので転倒しないものと考えられる。 

 

⑸ 滑動の検討 

ア 地震時 

μ（１－ＫＶ）＝0.5×（１－0.15） 

       ＝0.425 

Ｋh＝0.3 

μ（１－ＫＶ）＞Ｋhとなるので空液時及び満液時とも滑動しないものと考え 

られる。 

イ 風圧時（空液時） 

滑動力＝ＰＷ 

  ＝111.9[ｋＮ] 

抵抗力＝ＷＴ×μ 

  ＝160.7×0.5 

＝80.4[ｋＮ] 

 

抵抗力<滑動力となるので、このタンクは強風が予想されるときに空液とし 

てはならない。 

この場合、払い出しノズルで払い出しのできない危険物（デッドストック） 

の量を滑動に対する抵抗力に算入できる。 

10.27＋0.43 

7.9 



別記５ 防油堤の構造等に関する運用基準【昭和52年11月14日消防危第 162号】 

屋外タンク貯蔵所に設ける鉄筋コンクリート、盛土等による防油堤の構造は、次の

基準によるものとする。 

なお、既設防油堤の補強、かさ上げ等においても同様とする。  

１ 荷重 

防油堤は、次に示す荷重に対し安定で、かつ、荷重によって生ずる応力に対して

安全なものであること。 

⑴ 自重の算出には、次の表に示す単位重量を用いること。  

 

 

⑵ 土圧 

土圧は、クーロンの式により算出するものとすること。  

⑶ 液圧 

ア 液圧は、次式により算出するものとすること。  

Ｐｈ＝Ｗｏ・ｈ 

Ｐｈ：液面より深さｈ（ｍ）のところの液圧（ｋＮ／㎡） 

Ｗｏ：液の単位体積重量（ｋＮ／㎥） 

ｈ：液面よりの深さ（ｍ） 

イ 液重量及び液圧は、液の単位体積重量を  9.8ｋＮ／㎥として算出するものと

すること。ただし、液の比重量が  9.8ｋＮ／㎥以上の場合は、当該液の比重量

によるものとすること。 

⑷ 地震の影響 

ア 地震の影響は、次の（ア）から（ウ）を考慮するものとすること。  

（ア） 地震時慣性力 

（イ） 地震時土圧 

（ウ） 地震時動液圧 

イ 地震の影響を考慮するのに当たっての設計水平震度は、次式により算出する

※この値は平均的なものであるから、現地の実情に応じて増減することができる。  



ものとすること。 

Ｋh＝0.15α・ν１・ν２  

  Ｋh：設計水平震度  

 ν１：地盤別補正係数で危告示第４条の20第２項表イの中欄に掲げる地域

区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。  

 ν２：地盤別補正係数で、下表の左欄に掲げる防油堤が設置される地盤の  

区分に応じ、同表の右欄に掲げる値とする。  

α：補正係数で 1.0とすること。ただし、防油堤内に液が存する場合は 0.5

とする。 

ウ 地震時動液圧は、地表面以上に作用するものとし、次式により算出するもの

とすること。 

Ｐ＝
７

12
 Ｋh・Ｗｏ・ｈ２ 

ｈｇ＝
２

５
 ｈ 

 Ｐ：防油堤単位長さ当たりの防油堤に加わる全動液圧（ｋＮ／ｍ）  

 Ｗｏ：液の単位体積当たりの重量（ｋＮ／㎥） 

 ｈ：液面よりの深さ（液面から地表面までとする。）（ｍ）  

 ｈｇ：全動液圧の合力作用点の地表面からの高さ（ｍ）  

      

 

 

エ 照査荷重 



照査荷重は、20ｋＮ／㎡の等分布荷重とし、防油堤の高さに応じ地表面から

防油堤の天端までの間に、地表面と平行に載荷するものとすること。ただし、

防油堤の高さが３ｍを超えるときは、地表面から３ｍの高さまで載荷すればよ

いものとする。 

オ 温度変化の影響  

温度変化の影響を考慮する場合、線膨張係数は、次の値を使用するものとす

ること。 

鋼構造の鋼材：12×10－６／℃ 

コンクリート構造のコンクリート、鉄筋：10×10－６／℃ 

２ 材料 

⑴ セメント 

セメントは、JISR5210「ポルトランドセメント」及びこれと同等以上の品質を

有するものであること。 

⑵ 水 

水は、油、酸、塩類、有機物等コンクリートの品質に悪影響を与える有害物を

含んでいないこと。  

また、海水は用いないこと。  

⑶ 骨材 

骨材の最大寸法は、25㎜を標準とし、清浄、強硬、かつ、耐久的で適当な粒度

を有し、コンクリートの品質に悪影響を与える有害物を含んでいないこと。  

⑷ 鉄筋 

鉄筋は、JISG3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」に適合するものであること。  

⑸ 鋼材 

鋼材はJISG3101「一般構造用圧延鋼材」及びJISG3106「溶接構造用圧延鋼材」

に、鋼矢板はJISA5528「熱間圧延鋼矢板」に適合するものであること。 

⑹ ＰＣ鋼材 

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線はJISG3536「ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線」に、ＰＣ

鋼棒はJISG3109「ＰＣ鋼棒」に適合するものであること。 

３ 許容応力度 

部材は、コンクリート、鋼材の作用応力度がそれぞれの許容応力等以下になるよ

うにすること。 

⑴ コンクリートの許容応力度  



ア コンクリートの設計基準強度及び許容応力度は、次の表によること。  

       

イ 許容支圧応力度は、 0.3σｃｋ以下とすること。ただし、支圧部分に補強筋

を入れる場合は、0.45σｃｋ以下とすることができる。 

ウ プレストレストコンクリートの許容引張応力度は、 1.5Ｎ／㎟以下とするこ

と。ただし、地震時及び照査荷重作用時に対しては、３Ｎ／㎟まで割り増すこ

とができる。 

⑵ 鉄筋の許容引張り応力度  

鉄筋の許容引張応力度は、次の表によること。 

      

⑶ 鋼材の許容応力度  

鋼材の許容応力度及び鋼矢板の許容応力度は、次の２表によるものであること。  

 

 

 



 

⑷ ＰＣ鋼材の許容引張応力度  

プレストレストコンクリート部材内のＰＣ鋼材の許容引張応力度は、設計荷重

作用時において 0.6σｐｕ又は0.75σｐｙのうち、いずれか小さい値以下とする

こと。 

σｐｕ：ＰＣ鋼材の引張強度  

σｐｙ：ＰＣ鋼材の降伏点応力度  

降伏点応力度は、残留ひずみ  0.2％の応力度とする。  

⑸ 許容応力度の割増係数 

前⑴ア及びイ並びに⑵及び⑶の許容応力度は、満液時におけるものとし、地震

時及び照査荷重時の許容応力度は、割増係数  1.5を乗じることができるものとす

ること。 

４ 地盤 

⑴ 調査 

土質条件の決定は、ボーリング、土質試験等の結果に基づいて行うものとする

こと。 

なお、既往のデータがある場合は、これによることもできるものとすること。  

⑵ 地盤の支持力 

地盤の支持力は、次式により算出するものとすること。  

ｑｄ＝α・ｃ・Ｎｃ＋β・γ１・Ｂ・Ｎγ＋γ２・Ｄｆ・Ｎｑ  

ｑｄ：支持力（ｋＮ／㎡） 

α、β：形状係数で、α＝ 1.0、β＝ 0.5とすること。  

γ１：基礎底面下にある地盤の単位体積重量（ｋＮ／㎥） 

（地下水位下にある場合は、水中単位体積重量をとる。）  

γ２：基礎底面より上方にある地盤の単位体積重量（ｋＮ／㎥） 

（地下水位下にある部分については、水中単位体積重量をとる。）  

ｃ：基礎底面下にある地盤の粘着力（ｋＮ／㎡） 

Ｎｃ、Ｎγ、Ｎｑ：支持力係数で、次の表によるものとすること。  

Ｄｆ：基礎の根入れ深さ（ｍ）  



Ｂ：基礎幅（ｍ） 

               

     

 

５ 鉄筋コンクリートによる防油堤  

⑴ 荷重の組合せ 

防油堤は、次の表の荷重の組合せに対し安定で、かつ、十分な強度を有するも

のとすること。 

     

 

 

 

 

 

Ｎｃ  Ｎγ  Ｎｑ  



⑵ 安定に関する安全率 

防油堤は、支持力・滑動・転倒の安定に対し、それぞれ次の表の安全率を有す

るものとすること。  

   

鉄筋コンクリート造防油堤の安定計算において、転倒に対する抵抗モーメント

及び滑動に対する水平抵抗力は、次の項目を考慮することができるものとするこ

と。 

ア 抵抗モーメントと考えるもの  

（ア） 防油堤自重（上載土砂等を含む。）によるもの  

（イ） 液重量によるもの  

（ウ） 常時及び地震時の前面受働土圧によるもの  

イ 水平抵抗力と考えるもの  

（ア） フーチング底面の摩擦抵抗によるもの  

（イ） 常時及び地震時の前面受働土圧によるもの  

⑶ 一般構造細目 

ア 部材厚 

部材厚は、場所打ちコンクリートにあっては20㎝以上、プレキャストコンク

リートにあっては15㎝以上とすること。 

イ 鉄筋の直径 

鉄筋の直径は、主鉄筋にあっては13㎜以上、その他の鉄筋にあっては９㎜以

上とすること。 

ウ かぶり 

鉄筋及びＰＣ鋼材のかぶりは５㎝以上とすること。  

エ 目地等 

   （ア） 防油堤には、防油堤の隅角から壁高（躯体天端からフーチング上面までの

高さをいう。）のおおむね３から４倍の長さ離れた位置及びおおむね20ｍ以

内ごとに伸縮目地を設けるものとし、目地部分には、銅等の金属材料の止液

板を設けること。 

また、目地部分においては、水平方向の鉄筋を切断することなく連続して



配置すること。ただし、スリップバーによる補強措置をした場合はこの限り

でない。 

スリップバーによる補強の方法によった防油堤のうち、その全部又は一部

が液状化のおそれのある地盤に設置されるものについては、別添の「防油堤

目地部の漏えい防止措置について」で定めるところにより、目地部の漏えい

防止借置を講じること。 

 （イ） 防油堤は、隅角部でコンクリートを打ち継がないこと。  

オ フーチングの突起  

フーチングに突起を設ける場合の計算上有効な突起の高さは、次の表及び図

によるものとすること。 

  

          

カ 溝渠
こうきょ

等 

溝渠
こうきょ

等は、防油堤の基礎に支障を生じさせるおそれのある位置に設けないこ

と。 

また、防油堤の基礎底面と地盤との間に空間を生ずるおそれがある場合は、

矢板等を設けることにより液体が流出しないよう措置を講じること。  

 

 

 

 

 



 

 

 

６ 盛土等による防油堤 

⑴ 天端幅 

天端幅は、１ｍ以上とすること。 

⑵ 法面勾配 

法面勾配は、１：（ 1.2以上）とすること。ただし、土留めの措置を講じる場

合はこの限りでない。 

⑶ 盛土表面の保護処理 

盛土表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルトモルタル、

芝生等により被覆すること。  

⑷ 盛土材料 

盛土材料は、透水性の小さい細砂、シルト等の土質を選定すること。やむを得  

ず透水性が大きい盛土材料を用いる場合には、防油堤の中央部に粘土、コンクリー  

ト等で造った壁を設けるか、又は盛土表面を不透水材で被覆すること。  

⑸ 盛土の施工 

盛土は、締固めを行いながら構築すること。  

また、まき出し厚さは30㎝を超えないものとし、ローラ等の締固め機械を用い

て十分に締め固めること。 

 

鉄筋コンクリート造の防油堤の例  



  

 

 

７ 仕切堤の構造 

危規則第22条第２項第10号に規定する仕切堤の構造は、前６盛土等による防油堤

に準じるものとすること。 

８ 既設防油堤の改修指針 

既設防油堤のうち、所定の強度又は容量が不足するものの補強及びかさ上げの改

修については、「防油堤の構造等に関する運用基準について」【昭和52年11月14日

消防危第 162号】の別記２「既設防油堤の改修指針」によること。 

９ 配管貫通部の保護 

危規則第22条第２項第12号の防油堤に損傷を与えないための必要な措置は、次に

より行うこと。 

⑴ 配管の配置制限 

ア 防油堤の１の箇所において、２以上の配管が貫通する場合における配管相互 

の間隔は、隣接する配管のうち、その管径の大きい配管の直径の 1.5倍以上で、

かつ、特定屋外貯蔵タンクを収納する防油堤にあっては 0.3ｍ以上、特定屋外 

貯蔵タンク以外のタンクのみを収納する防油堤にあっては 0.2ｍ以上とするこ 

と。 

イ 防油堤を貫通する配管は、原則として、防油堤と直交するように配置するこ

と。 

⑵ 防油堤の補強 

ア 鉄筋コンクリート造防油堤の配管貫通箇所は、直径９㎜以上の補強鉄筋を用

いて補強すること。 

イ 鉄筋コンクリート造防油堤の配管貫通部には、耐油性を有する緩衝材等を充

てんすること。 

 

盛土等による防油堤の例 



⑶ 防油堤の保護措置 

防油堤の配管貫通箇所の保護措置は、鉄筋コンクリート、盛土等によるものと

し、その措置は次によるものとすること。 

ア 鉄筋コンクリートによる場合 

防油堤の配管貫通箇所の保護措置を鉄筋コンクリートにより行う場合は、次

に掲げる鉄筋コンクリートの壁体（以下「保護堤」という。）で囲む措置又は

これと同等以上の効果を有する措置を講じること。 

（ア） 保護堤は、当該保護堤の設置に係る防油堤の強度と同等以上の強度を有 

するものであること。 

（イ） 保護堤の配管貫通箇所は、前⑵アの補強を行うこと。 

（ウ） 保護堤の配管貫通部には、前⑵イの措置を講じること。 

（エ） 保護堤を貫通する配管相互の間隔は、前⑴アに準じること。 

（オ） 保護堤と配管との間隔は、保護堤に最も近接して配置される配管の直径以

上で、かつ、 0.3ｍ以上とすること。 

（カ） 保護堤内は、土砂による中詰を行うこと。 

（キ） 保護堤内の土砂の表面は、アスファルトモルタル等の不透水材で被覆する

こと。 

 

 

      

 

 

 

 

鉄筋コンクリートによる配管貫通部の保護措置の例  

（例１）  



      

 

イ 盛土による場合 

防油堤の配管貫通箇所の保護措置を盛土により行う場合は、次によること。 

（ア） 防油堤の配管貫通箇所の保護のための盛土（以下「保護盛土」という。）

は、防油堤内若しくは防油堤外のいずれか一方の側又は両方の側に設けるも

のとすること。 

（イ） 保護盛土の天端幅は１ｍ以上とし、法面勾配は１：（ 1.2以上）とするこ

と。 

（ウ） 保護盛土の材料は、透水性の小さい土質を選定すること。 

（エ） 保護盛土の表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルト

モルタル、芝生等により被覆するものとすること。 

 

 

         

 

 

盛土等による配管貫通部の保護措置の例  

（例１）  

（例２）  



         

 

        

 

ウ その他小口径配管の貫通部の措置 

防油堤を貫通する配管の呼び径が 100Ａ（４Ｂ）以下のものである場合につ

いては、次に掲げる方法又はこれと同等以上の効果を有する方法により措置す

ることができるものであること。 

（ア） 防油堤の配管貫通部には、耐油性緩衝材等を充てんするとともに、配管貫

通部の両側を金具等により固定すること。 

（イ） 配管貫通箇所は、直径９㎜以上の補強鉄筋を用いて補強するとともに、必

要に応じて当該箇所の防油堤の断面を増す等の措置を講じること。 

（例２）  

（例３）  



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小口径配管貫通部の保護措置の例  



別添 防油堤目地部の漏えい防止措置について 

 

１ 漏えい防止措置 

漏えい防止措置は可撓
か と う

性材又は盛土により行うこと。 

⑴ 可撓
か と う

性材による漏えい防止措置 

ア 可撓
か と う

性材は、ゴム製、ステンレス製等のもので、十分な耐候性、耐油性、耐

熱性及び耐クリープ性を有するものであること。 

イ 可撓
か と う

性材は、防油堤の軸方向、鉛直方向及びこれらに直角な方向の３方向そ

れぞれ 200㎜の変位に対し、変位追随性能を有するものであること。 

ウ 可撓
か と う

性材は、防油堤内又は防油堤外のいずれかにアンカーボルト、押さえ板

等により止液性を確保して取り付けること。 

エ 可撓
か と う

性材は、土被りが十分な防油堤にあっては防油堤の直壁部に取り付ける

とともに、フーチング部を帆布等の耐久性のある材料で保護することとし、土

被りが十分でない防油堤にあっては防油堤の天端からフーチング下端まで取り

付けること。 

なお、「土被りが十分」とは、土被り厚がおおむね40㎝以上ある場合をいう

ものであること。 

 

      

 

⑵ 盛土による漏えい防止措置 

盛土による漏えい防止措置を行う場合には、次の事項に留意し措置を行うこと。 

ア 盛土は、防油堤内又は防油堤外のいずれかに設置すること。 

イ 盛土の天端幅は、おおむね１ｍ以上とすること。 

ウ 盛土の天端高は、防油堤の高さのおおむね90％以上の高さとすること。 

エ 盛土の天端の延長は、伸縮目地部を中心に壁高のおおむね２倍以上の長さと

すること。 



オ 盛土の法面勾配は、おおむね６分の５以下とすること。 

カ 盛土表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルトモルタル、

芝生等により被覆すること。 

キ 盛土材料は、透水性の小さい細砂又はシルトとすること。 

ク 盛土は、締固めを行いながら構築すること。 

また、まき出し厚さはおおむね30㎝を超えないものとし、ローラ等の締固め

機械を用いて十分に締め固めること。 

ケ 盛土に土留め壁を設ける場合は、防油堤と一体的な構造とすること。 

⑶ その他 

前⑴又は⑵による漏えい防止措置を講じた場合には、止液板を設けないことが

できるものであること。 

２ 液状化の判定方法 

液状化のおそれのある地盤とは、砂質土であって危告示第４条の８各号に該当す

るもの（標準貫入試験値は第３号の表のＢを用いる。）をいうものであること。 

また、これらの判断は、ボーリングデータに基づき行われるものであること。 

なお、地盤改良を行う等液状化のおそれがないよう措置されたものについては、

漏えい防止措置を講じないことができるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記６ 既設の地下貯蔵タンクに対する流出事故防止対策等に係る運用  

【平成22年７月８日消防危第 144号】 

１ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件  

⑴ 対象となる地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯

蔵タンクのうち、「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」、「腐食のおそれ

が高い地下貯蔵タンク」に該当するものである。 

⑵ 対象となる地下貯蔵タンクに係る設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚の定義

は、次のとおりとする。 

ア 設置年数は、当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付

年月日を起算日とした年数をいうこと（変更許可により埋設した地下貯蔵タン

クは、当該変更許可に係る完成検査済証の交付年月日が起算日となる。）。 

イ 塗覆装の種類は、危告示第４条の48第１項に掲げる外面保護の方法をいうこ

と。 

ウ 設計板厚は、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいい、設置又は変更の許

可の申請における添付書類に記載された数値で確認すること。 

なお、タンクの部位により板厚が異なる場合は、薄い方の板厚とすること。 

⑶ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクの要件は、次の表に掲げるものである

こと。 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

50年以上 

アスファルト 

（危告示第４条の48第１項第２号に定めるも

の。以下同じ。） 

全ての設計板厚 

モルタル 

（危告示第４条の48第１項第１号に定めるも

の。以下同じ。） 

8.0mm未満 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 

（危告示第４条の48第１項第３号に定めるも

の。以下同じ。） 

6.0mm未満 

強化プラスチック 

（危告示第４条の48第１項第４号に定めるも

の。以下同じ。） 

4.5mm未満 

40年以上50年未満 アスファルト 4.5mm未満 



 

⑷ 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの要件は、次の表に掲げるものであること。 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

50年以上 

モルタル 8.0㎜以上 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 6.0mm以上 

強化プラスチック 
4.5㎜以上 

12.0㎜未満 

40年以上50年未満 

アスファルト 4.5mm以上 

モルタル 6.0mm未満 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 4.5mm未満 

強化プラスチック 4.5mm未満 

30年以上40年未満 
アスファルト 6.0mm未満 

モルタル 4.5mm未満 

20年以上30年未満 アスファルト 4.5mm未満 

２ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずる措置 

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずる措置は、次のいずれかによるこ

と。 

⑴ 内面の腐食を防止するためのコーティング  

⑵ 電気防食 

３ 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずる措置  

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずる措置は、次のいずれかによること。  

⑴ 内面の腐食を防止するためのコーティング  

⑵ 電気防食 

⑶ 直径 0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備

例として次のものがあり、いずれの場合も一般財団法人全国危険物安全協会等の

機関が性能評価したものとするよう指導すること。 

ア 高精度液面計 

イ 統計的手法を用いて分析を行うことにより、直径 0.3mm以下の開口部からの

危険物の流出の有無を確認することができる方法（ＳＩＲ）【平成22年７月23

日消防危第 158号】 

４ 内面の腐食を防止するためのコーティングの施工に関する事項 

内面の腐食を防止するためのコーティングを実施する場合は、「既設の地下貯蔵



タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」【平成22年７月８日消防危第 

 144号】の別添１「内面の腐食を防止するためのコーティングについて」によるこ

と。 

５ 休止している地下貯蔵タンクの流出防止対策の措置期限の延長 

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク

に該当する地下貯蔵タンクについて、危険物の貯蔵及び取扱いを休止している間、

次の要件を満たした場合に限り、危政令第23条を適用して流出防止対策の措置を講

じなくても差し支えないこと。 

⑴ 危険物が清掃等により完全に除去されていること。 

⑵ 危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設

置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じら

れていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記７ ふたを鉄筋コンクリート造の支柱によって支える例  

１ ふたを支柱によって支える例 

 

 

２ 支柱の配置例 

 

 

３ 支柱１本当たりの最大許容軸方向荷重 

⑴ 支柱を帯鉄筋柱とした場合 

ア 計算式 

ＰＯ＝
α

３
（0.85×σｃｋ×Ａｃ＋σｓｙ'×Ａs） 

ＰＯ    ：最大許容軸方向荷重[Ｎ] 

σｃｋ ：コンクリートの28日設計基準強度[Ｎ／㎟] 

Ａｃ   ：帯鉄筋柱のコンクリート断面積[㎟] 

σｓｙ'：軸方向鉄筋の圧縮降伏点応力度[Ｎ／㎟] 

Ａs   ：軸方向鉄筋の全断面積[㎟] 

α    ：補正係数（ｈｅ  ／ｄ≦15のとき、α＝１ 15＜ｈｅ  ／ｄ≦40のと 

き、α＝1.45－0.03ｈｅ  ／ｄ） 

鉄筋コンクリートのふた  

鉄筋コンクリートの支柱  



ｈｅ  ：柱の有効長さ[㎝]、ｄ：帯鉄筋柱の最小横寸法[㎝] 

イ 計算例 

ｄ＝200㎜、ｈｅ＝3,000㎜より、ｈｅ／ｄ＝15となるので、 

α＝１ 

     σｃｋ＝18Ｎ／㎟ 

     Ａｃ＝ｄ２＝40,000㎟ 

     σｓｙ'＝210Ｎ／㎟（ＳＲ235） 

     Ａs＝452㎟ 

∴ＰＯ＝
１

３
（0.85×18×40,000＋210×452） 

   ＝235,640Ｎ≒235.6ｋＮ 

 

したがって、支柱１本当たりの最大許容軸方向荷重ＰＯは、235.6ｋＮとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ ヒューム管を用いた支柱の場合 

最大軸方向荷重は、帯鉄筋柱の例により計算する。ただし、前⑴、アの計算式

におけるＡｃは、次式により求める。 

Ａｃ＝
π

４
Ｄ２ [㎠] 

Ｄ：ヒューム管の内径[㎝] 

ｈｅ＝3000 

ふた 

タンク基礎 

ｄ＝200 

帯鉄筋の直径 

φ６＠140 

軸方向鉄筋の直径 

φ12 ４本（ＳＲ235） 

ふた 

（単位㎜） 



４ 支柱の必要本数 

支柱の必要本数は、ふたの重量Ｌ［ｔ］とふたにかかる重量20［ｔ］との和をＰＯ  

［ｔ］で除して求めることができる。 

 

支柱の必要本数≧ 
ＰＯ 

Ｌ＋20 



別記８ 浮力に関する計算例 

１ 浮上しない条件  

タンクが浮上しないためには、埋土及び基礎重量がタンクの受ける浮力より大で

なければならない。  

ＷＳ＋ＷＣ＞Ｆ 

ＷＳ：埋土重量の浮力に対する有効値  

ＷＣ：基礎重量の浮力に対する有効値 

Ｆ ：タンクの受ける浮力 

⑴ タンクの受ける浮力：Ｆ  

タンクが排除する水の重量から、タンク自重を減じたものであるから  

Ｆ＝Ｖｔ×d１－Ｗｔ 

Ｖｔ×d１：タンクが排除する水の重量 

（Ｖｔ：タンクの体積 d１：水の比重（1.0）） 

Ｗｔ：タンクの自重 

 

Ｖｔ＝πｒ２（ℓ＋
ℓ１＋ℓ２

３
） 

Ｗｔ＝（２πｒℓｔ１＋２πｒ２ｔ２＋ｎπｒ２ｔ３）×ｄ２ 

 ｒ   ：タンクの半径    ｔ１：胴板の厚み   ｎ ：仕切り板の数 

 ℓ   ：タンクの胴長    ｔ２：鏡板の厚み   ｄ２：鉄の比重（7.8） 

ℓ１、ℓ２：タンクの鏡板の張出  ｔ３：仕切板の厚み 

⑵ 埋土重量の浮力に対する有効値 : Ｗs 

埋土の自重から埋土が排除する水の重量を減じたものであるから  

ＷＳ＝ＶＳ×ｄＳ－ＶＳ×d１＝ＶＳ×（ｄＳ－d１） 

ＶＳ：埋土の体積 

ｄＳ：埋土の比重（1.8） 

d１：水の比重（1.0） 

ＶＳ＝Ｌ１×Ｌ２×Ｈ１－（Ｖｔ＋0.7ｎ１×Ｌ２×ｈ１×Ｔ） 

ＶＳ：埋土の体積 

0.7：基礎台の切込部分を概算するための係数 

Ｖｔ：タンクの体積 

ｎ１：基礎台の数 



Ｌ１、Ｌ２、Ｈ１、ｈ１、Ｔ：図１及び図２による。 

 

⑶ 基礎重量の浮力に対する有効値：ＷＣ 

基礎重量から基礎が排除する水の重量を減じたものであるから  

ＷＣ＝ＶＣ×ｄＣ－ＶＣ×ｄ１＝ＶＣ×（ｄＣ－ｄ１） 

ＶＣ×ｄＣ：基礎の重量（ＶＣ：基礎の体積 ｄＣ：コンクリートの比重（2.4）） 

ＶＣ×ｄ１：基礎が排除する水の重量（ｄ１：水の比重（1.0）） 

ここで、ＶＣ＝Ｌ１×Ｌ２×ｈ２＋0.7ｎ１×Ｌ２×ｈ１×Ｔ 

２ バンドの所要断面積 

タンクを基礎に固定するためのバンドは、タンクが受ける浮力によって切断され

ないだけの断面積を有しなければならない。 

Ｓ≧
      

２σＮ
  

Ｓ：バンドの所要断面積（バンドを固定するためのボルトを設ける部分のうち、

ボルトの径を除いた部分の断面積） 

Ｆ：タンクの受ける浮力 

ＷＢ：図２に示すＢ部分の埋土重量の浮力に対する有効値 

σ：バンドの許容引張応力度（ SS400の場合156.8Ｎ／㎟） 

Ｎ :バンドの数 

ＷＢ＝{２ｒＨ２（ℓ＋ℓ１＋ℓ２）－
𝜋ｒ２

２
（ℓ＋

ℓ１＋ℓ２

３
）}（ｄＳ－d１） 

  ｒ ：タンクの半径 

 Ｈ２ ：図２による。 

  ℓ  ：タンクの胴長 

 ℓ１、ℓ２：タンクの鏡板の張出 

図１  図２  

（Ｆ－ＷＢ） 



３ アンカーボルトの所要直径 

バンドを基礎に固定するためのアンカーボルトは、バンドに働く力によって切断

されないだけの直径を有しなければならない。 

 ｄ≧1.128√
   

     
 

  ｄ：アンカーボルトの所要直径（谷径） 

   Ｆ：タンクの受ける浮力 

  ＷＢ：図２に示すＢ部分の埋土重量の浮力に対する有効値 

  σｔ：アンカーボルトの許容引張応力度（SS400の場合117.6Ｎ／㎟） 

   Ｎ：バンドの数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ－ＷＢ  

２σｔＮ 



別記９ 給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の

基準【平成24年３月16日消防危第77号】 

１ 急速充電設備の定義 

  急速充電設備とは、電気自動車に充電する設備（全出力20ｋＷ以下のもの及び全

出力50ｋＷを超えるものを除く。）をいうこと。 

 なお、急速充電設備は、危政令第17条第１項第21号に規定する電気設備に該当す

ること。 

２ 急速充電設備に係る安全対策 

  急速充電設備は、次の措置が講じられた構造とすること。 

⑴ 急速充電設備の筐
きょう

体は不燃性の金属材料で造ること。 

⑵ 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

⑶ 雨水等の浸入防止措置を講ずること。 

⑷ 急速充電設備と電気自動車が確実に接続されていない場合には、充電を開始し

ない措置を講ずること。 

⑸ 急速充電設備と電気自動車の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接

続部が外れないようにする措置を講ずること。 

⑹ 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車との間で自動的に絶縁状況の

確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。 

⑺ 漏電、地絡又は制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は

制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずるこ

と。 

⑻ 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場

合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずること。 

⑼ 急速充電設備において、異常な高温とならない措置を講ずること。 

また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずる

こと。 

⑽ 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 

⑾ 急速充電設備のうち、蓄電池を内蔵しているものについては、前⑴から⑽に掲

げる措置のほか、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。 

  ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した

場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずること。 

  イ 異常な高温とならない措置を講ずること。 



また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ず

ること。 

３ 急速充電設備を給油取扱所に設置する場合の安全対策 

前２に掲げる安全対策を講じた急速充電設備を給油取扱所に設置する場合には、

次の安全対策を講ずること。 

⑴ 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置を設ける場合 

  ア 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置（以下「緊急遮断装置」という。） 

は、ガソリン等の流出事故が発生した場合に容易に操作することが可能な場所

（例えば、事務所等）に設けること。 

  イ 次に掲げる範囲は可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲であることから、

急速充電設備はこの範囲以外の場所に設置すること（別紙１参照）。 

 なお、この場合において、急速充電設備を設置する場所は給油又は注油に支

障のない場所である必要があり、少なくとも給油空地又は注油空地以外の場所

で、車両が給油し、退出する際に支障とならない場所とすること。 

   (ｱ) 懸垂式以外の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面から水平方向

６ｍまでで、基礎又は地盤面からの高さ60㎝までの範囲、かつ、固定給油設

備の周囲60㎝までの範囲 

 また、懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備のホース機器の引

出口から地盤面に下ろした垂線（当該引出口が可動式のものについては、可

動範囲の全ての部分から地盤面に下ろした垂線とする。）から水平方向６ｍ

までで、地盤面からの高さ60㎝までの範囲、かつ、固定給油設備の端面から

水平方向60㎝までで、地盤面までの範囲 

   (ｲ) 通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲 1.5ｍ

までの範囲 

  ウ 急速充電設備を設置した給油取扱所では、ガソリン等の給油・注油等の作業 

状況に加え、急速充電設備の使用状況も、常時適切に監視する必要があること。

したがって、従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視することが 

できない場合には、監視カメラの設置等により適切な監視体制を構築すること。 

 なお、この場合の「従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視す

ることのできない場合」については、給油取扱所の勤務体制、設置場所等の実

態により個別に判断する必要があるが、次の場合は監視することができるもの

として取り扱う。 



(ｱ) 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 

 あ 制御卓から急速充電設備が直接視認可能な場合 

    い 可搬式の制御機器を設け、当該機器を使用できる場所から急速充電設備

が目視可能な場合 

(ｲ) 前（ア）以外の給油取扱所 

固定給油設備等から急速充電設備が目視可能な場合 

⑵ 緊急遮断装置を設けない場合 

ア 次に掲げる範囲は可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲であることから、

急速充電設備はこの範囲以外の場所に設置すること（別紙２参照）。 

  なお、この場合において、急速充電設備を設置する場所は給油又は注油に支

障のない場所である必要があり、少なくとも給油空地又は注油空地以外の場所 

で、車両が給油し、退出する際に支障とならない場所とすること。 

(ｱ) 固定給油設備の周囲60㎝までの範囲、かつ、固定給油設備の中心から排水

溝までの最大の下り勾配となっている直線から水平方向11ｍまでで、基礎又

は地盤面からの高さ60㎝までの範囲 

また、懸垂式の固定給油設備については、固定給油設備の端面から水平方

向60㎝までで、地盤面までの範囲、かつ、固定給油設備のホース機器の中心

から地盤面に垂線を下ろし、その交点から排水溝までの最大の下り勾配とな

っている直線から水平方向11ｍまでで、地盤面からの高さ60㎝までの範囲 

(ｲ) 専用タンク等のマンホールの中心から排水溝までの最大の下り勾配となっ

ている直線から水平方向14ｍまでで、地盤面からの高さ60㎝までの範囲 

(ｳ) 専用タンクへの注入口の中心から排水溝までの最大の下り勾配となってい

る直線から水平方向16ｍまでで、地盤面からの高さ60㎝までの範囲 

(ｴ) 通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲 1.5ｍ

までの範囲 

  イ 急速充電設備を設置した給油取扱所では、ガソリン等の給油・注油等の作業 

状況に加え、急速充電設備の使用状況も、常時適切に監視する必要があること。 

したがって、従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視することが

できない場合には、監視カメラの設置等により適切な監視体制を構築すること

が必要であること。 

 なお、この場合の「従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視す

ることができない場合」については、前⑴ウによること。 



４ その他 

⑴ 給油取扱所においても、電気自動車の利用者自らが急速充電設備を用いて充電

を行うことが可能であること。 

⑵ 屋内給油取扱所のうち、一方又は二方のみが開放された給油取扱所については、 

壁等の影響により可燃性蒸気の滞留するおそれのある範囲が前３に示すものより

も広範囲となるおそれがあることから、別途検討する必要があることに留意する

こと。 

⑶ 急速充電設備以外の電気自動車用の充電設備（全出力20ｋＷ以下のもの又は全

出力50ｋＷを超えるもの）であって、今後、新たに設置されるものについても、

前３に掲げる安全対策の例により設置することができるものであること。 

 なお、この場合、駿東伊豆消防組合火災予防条例第11条の２に規定する位置、 

構造及び管理の技術上の基準に適合する必要があること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置を設ける場合における可燃性蒸気が滞

留するおそれのある範囲（イメージ図） 

   

※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

固定給油設備（エアーギャップがない場合）の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 

 

 

 

 

※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

懸垂式の固定給油設備の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 

 



 

※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

通気管の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 

 

 

 

 

※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

給油取扱所の可燃性蒸気滞留範囲（平面図） 

 

 



別紙２ 

 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置を設けない場合における可燃性蒸気が

滞留するおそれのある範囲（イメージ図） 

          

 

 ※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

固定給油設備（エアーギャップがない場合）の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 

 

 

 

 ※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

懸垂式の固定給油設備の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 



 

 ※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

通気管の周囲の可燃性蒸気滞留範囲 

 

 

 

 

 ※斜線部分は可燃性蒸気滞留範囲 

給油取扱所の可燃性蒸気滞留範囲（平面図） 
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